
第
五
章
資
本
金
増
額

終
戦
時
の
資
本
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当
社
が
戦
中
。
戦
後
に
遭
遇
し
た
い
ろ
い
ろ
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
度
友
記
し
て
き
た
。
被
災
し
た
店
舗
の
再
建
。
修
復
、

取
扱
商
品
。
自
家
製
品
用
資
材
の
入
手
困
難
と
騰
貴
、
何
れ
を
見
て
も
多
額
の
資
本
を
必
要
と
し
た
。
海
外
・
国
内
両
取
引
先
に
対
す

る
支
払
延
期
、
仕
入
買
掛
金
の
増
加
、
各
銀
行
借
入
金
の
枠
拡
大
の
困
難
は
、
再
建
に
対
す
る
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
第
一
に
資
金
を
調
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
た
め
に
は
資
本
金
増
加
の
ほ
か
途
が
な
か
っ
た
。

の
ち
に
掲
げ
た
終
戦
直
後
の
貸
借
対
照
表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
昭
和
二
十
一
年
末
現
在
の
資
本
金
は
五
○
○
万
円
、
そ
の
内
未
払

込
株
式
は
八
五
万
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
払
い
込
み
は
、
昭
和
十
一
年
五
月
、
資
本
金
を
一
七
○
万
円
増
加
し
て
総
額
五
○
○
万
円
に
し

た
際
に
、
そ
の
後
の
時
局
の
推
移
か
ら
、
一
七
○
万
円
の
半
額
八
五
万
円
を
徴
収
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
終
戦
後
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る

（
本
書
八
八
一
頁
）
。
当
社
は
、
ま
ず
昭
和
一
一
十
一
一
年
四
月
三
十
日
の
取
締
役
会
に
お
い
て
こ
の
未
払
込
金
を
徴
収
す
る
こ
と
を
決
定

し
、
同
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
に
、
そ
の
払
い
込
み
を
済
ま
せ
た
。

右
の
よ
う
に
未
払
込
株
金
を
徴
収
す
る
一
方
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
五
日
取
締
役
会
を
開
き
、
資
本
金
を
従
来
の
倍
額
一
、
○
○
○

万
円
に
増
額
す
る
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
決
定
し
た
。



式
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当
社
の
資
本
金
を
従
来
の
倍
額
一
、
○
○
○
万
円
と
す
る
こ
と
。

当
社
の
発
行
済
株
式
（
五
万
株
で
一
株
の
金
額
は
一
○
○
円
）
を
一
○
万
株
に
分
ち
一
株
の
金
額
を
五
○
円
と
す
る
こ
と
。

株
券
は
一
株
券
。
十
株
券
・
五
十
株
券
・
百
株
券
と
す
る
こ
と
。
（
従
来
は
一
株
券
。
十
株
券
・
百
株
券
何
れ
の
場
合
も
記
名

1249

四
株
券
の
裏
書
に
よ
る
譲
渡
は
禁
止
す
る
こ
と
。
（
従
来
は
｝
）
の
規
定
の
ほ
か
に
、
当
会
社
の
株
式
は
取
締
役
会
の
承
認
な
く
し

て
は
譲
渡
す
る
｝
）
と
を
得
ず
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
）

こ
れ
ら
を
審
議
す
る
臨
時
株
主
総
会
は
、
同
年
五
月
三
十
日
に
開
か
れ
、
右
の
増
資
。
定
款
改
正
の
件
な
ど
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

当
社
は
六
月
六
日
増
資
申
請
を
な
し
、
同
月
十
二
日
付
、
当
時
の
大
蔵
大
臣
矢
野
庄
太
郎
か
ら
承
認
を
受
け
た
。
依
っ
て
七
月
一
日
、

本
社
に
お
い
て
、
更
に
臨
時
株
主
総
会
を
開
き
、
株
式
募
集
方
法
等
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
。

そ
れ
ら
の
事
項
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
一
株
の
金
額
五
○
円
と
し
て
新
株
式
一
○
万
株
を
発
行
、
但
し
全
額
払
込
の
こ
と
。

二
一
○
万
株
の
中
、
五
万
株
を
現
在
の
株
主
に
割
当
て
る
こ
と
、
各
株
主
は
一
一
株
に
つ
き
新
株
式
一
株
の
割
合
と
す
る
。

三
残
り
の
新
株
式
五
万
株
中
二
万
五
千
株
を
限
度
と
し
て
こ
れ
を
役
員
及
従
業
員
に
割
当
て
る
。

四
右
の
割
当
の
残
り
二
万
五
千
株
は
額
面
以
上
の
金
額
で
発
行
、
公
募
す
る
こ
と
。

当
社
の
資
産
内
容
は
、
極
め
て
堅
実
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
、
公
募
株
は
好
評
裡
に
消
化
さ
れ
た
。
公
募
株
二
五
、
○
○
○
株
は
一

株
四
○
円
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
あ
っ
た
の
で
、
プ
レ
ミ
ア
ム
計
一
○
○
万
円
は
資
本
準
備
金
に
繰
入
れ
た
。



新
株
式
の
払
い
込
み
は
、
同
年
八
月
一
日
ま
で
に
完
全
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
株
主
の
払
込
額
二
五
○
万
円
、
い
わ

ゆ
る
功
労
株
一
二
五
万
円
、
公
募
株
一
二
五
万
円
計
五
百
万
円
の
増
資
を
完
遂
す
る
を
得
た
。
こ
の
増
資
金
額
は
、
す
べ
て
海
外
。
国

内
両
取
引
先
に
対
す
る
支
払
資
金
な
ら
び
に
本
店
の
建
築
及
内
装
設
備
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

当
社
は
、
こ
の
と
き
ま
で
過
去
八
十
年
近
く
、
株
式
会
社
組
織
に
な
っ
て
か
ら
五
十
四
年
に
な
る
が
、
そ
の
間
一
貫
し
て
株
式
は
い

わ
ゆ
る
社
内
株
と
称
せ
ら
れ
る
程
、
当
社
関
係
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
公
開
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
社
の
在
来
の

株
主
中
に
も
、
こ
れ
を
危
倶
す
る
向
も
あ
っ
た
。
荒
川
社
長
、
司
専
務
を
初
め
当
時
の
重
役
は
慎
重
な
調
査
研
究
を
尽
く
し
た
こ
と
は

云
う
ま
で
も
な
い
。
然
し
一
方
で
は
設
備
の
更
新
。
再
建
と
運
転
資
金
の
充
足
と
は
焦
眉
の
急
を
告
げ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
従
来

か
ら
の
株
主
の
力
で
は
賄
う
力
が
足
り
な
い
と
す
る
と
、
之
を
社
外
の
金
融
市
場
に
求
め
る
ほ
か
に
途
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
株
式
公
開
に
当
っ
て
、
重
役
の
中
に
は
社
外
か
ら
重
役
を
迎
え
入
れ
る
よ
う
な
事
態
が
起
る
の
で
は
と
危
倶
す
る
む
き
も
あ
っ

た
が
、
司
専
務
は
、
そ
れ
を
恐
れ
る
よ
う
な
自
信
の
な
い
重
役
は
遠
慮
な
く
重
役
の
地
位
を
去
っ
て
欲
し
い
、
ま
た
、
当
社
は
海
外
の

出
版
社
等
取
引
先
か
ら
は
強
い
信
用
を
得
て
い
る
の
で
、
可
能
で
あ
れ
ば
海
外
か
ら
の
資
本
を
仰
い
で
も
よ
い
と
い
う
強
い
決
意
を
も

っ
て
事
に
の
ぞ
ん
だ
。

二
第
二
回
の
増
資
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終
戦
後
、
不
安
定
つ
づ
き
の
わ
が
国
の
経
済
も
、
昭
和
二
十
三
年
頃
か
ら
漸
く
立
ち
直
り
の
方
向
を
示
し
始
め
た
。
し
か
し
、
例
え

ば
日
本
銀
行
調
査
の
生
産
財
実
効
物
価
指
数
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
一
年
に
比
し
昭
和
二
十
三
年
は
約
三
倍
に
な
っ
て
お
り
、
物
価
の



値
上
り
は
予
期
を
遥
か
に
超
え
て
い
た
。
従
っ
て
運
転
資
金
増
加
の
必
要
は
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
加
え
て
財
政
及
金
融
の
引
き
締

め
、
企
業
合
理
化
三
原
則
と
そ
れ
に
続
く
経
済
安
定
九
原
則
の
具
体
化
に
よ
っ
て
益
友
銀
行
借
入
金
、
又
は
仕
入
先
負
担
に
よ
る
運
転

資
金
の
充
足
が
難
か
し
ぐ
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
社
ば
か
り
で
な
く
企
業
界
一
般
の
状
況
で
、
本
格
的
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
の
様
相
を
示
し

た
○

右
の
第
二
回
増
資
の
の
ち
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
七
日
に
は
、
経
済
安
定
九
原
則
が
米
国
政
府
か
ら
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
達

三
第
三
回
の
増
資

1２５１

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
も
、
当
社
の
業
務
は
比
較
的
順
調
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
業
績
の
紹
介
で
概
説
し
た
と
》
）

ろ
で
あ
る
が
、
デ
フ
レ
兆
候
の
現
わ
れ
は
、
販
売
部
門
の
業
績
の
停
頓
・
伸
び
悩
み
を
懸
念
さ
せ
た
し
、
一
方
、
創
立
以
来
当
社
の
特

徴
で
あ
り
、
戦
後
も
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
て
き
た
海
外
貿
易
事
業
の
拡
大
の
た
め
に
も
資
本
増
加
は
不
可
欠
事
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
当
社
は
、
昭
和
二
十
三
年
一
一
月
二
十
八
日
の
取
締
役
会
で
、
借
入
金
の
返
済
と
運
転
資
金
の
補
充
の
た
め
、
資
本
金
一
、
○

○
○
万
円
を
一
、
五
○
○
万
円
増
資
し
て
、
二
、
五
○
○
万
円
に
す
る
こ
と
、
一
株
の
金
額
五
十
円
（
全
額
一
時
払
込
）
の
新
株
式
三

○
万
株
を
発
行
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
右
の
新
株
式
一
一
一
○
万
株
の
内
一
一
○
万
株
を
、
昭
和
二
十
一
一
一
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の

株
主
で
所
有
株
式
一
株
に
つ
き
新
株
式
一
株
の
割
合
を
以
て
引
き
受
け
る
こ
と
、
残
っ
た
新
株
一
○
万
株
中
七
万
株
を
限
度
に
当
社
役

員
。
従
業
員
並
に
そ
の
縁
故
者
に
割
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
残
余
の
新
株
式
三
万
株
は
、
額
面
以
上
の
価
格
を
以
て
発
行
し
、
公
募
す

る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
と
き
の
新
株
式
一
株
の
価
は
一
一
一
○
円
即
ち
額
面
価
格
の
二
・
四
倍
で
あ
っ
た
。
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せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
翌
年
四
月
二
十
一
一
一
日
に
は
、
一
ド
ル
対
三
六
○
円
の
単
一
為
替
レ
ー
ト
が
決
ま
り
、
漸
く
貿
易
再
開

の
見
通
し
と
な
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
英
・
米
。
仏
書
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
な
ど
の
輸
入
総
額
は
昭
和
二
十
四
年
上
半
期
だ
け
で
六
、

二
○
○
万
円
に
達
し
て
い
た
。
民
間
貿
易
再
開
と
と
も
に
、
そ
の
量
は
益
穴
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
し
か
も
戦
前
殆
ん
ど
全
世
界
に

及
ん
で
い
た
当
社
の
海
外
取
引
先
と
の
取
引
の
復
活
も
目
の
前
に
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
当
社
は
多
額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
〉
｝
と
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
に
対
す
る
自
己
資
金
は
余
り
に
微
弱
で

あ
っ
た
。
即
ち
昭
和
一
一
十
四
年
七
月
末
日
現
在
に
お
け
る
当
社
の
自
己
資
本
対
他
人
資
本
の
割
合
は
二
対
八
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
所
要

の
貿
易
資
金
を
調
達
し
、
か
つ
資
本
構
成
を
堅
実
に
す
る
こ
と
が
緊
急
切
実
な
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
に
必
要
な
新
規
資
金
は
、

当
時
経
済
界
の
情
況
か
ら
鑑
み
て
増
資
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
昭
和
二
十
四
年
十
月
二
十
日
臨
時
株
主
総
会
を
開
催

し
て
、
戦
後
一
一
一
回
目
の
資
本
金
増
額
に
関
す
る
審
議
を
行
い
、
三
、
五
○
○
万
円
を
増
資
、
新
資
本
金
六
、
○
○
○
万
円
と
し
、
一
株

の
金
額
五
○
円
（
全
額
一
時
払
込
）
の
新
株
式
七
○
万
株
を
、
左
の
方
法
で
募
集
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
。

新
株
式
発
行
の
条
件
は
、
概
ね
前
二
回
の
増
資
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
即
ち
新
規
募
集
株
中
五
○
万
株
は
現
在
の
株
主
に
、
五

万
株
は
当
社
の
役
員
・
従
業
員
並
に
縁
故
者
に
割
当
て
、
残
り
一
五
万
株
に
つ
い
て
は
一
株
の
価
格
六
五
円
で
公
募
し
た
。
新
株
式
の

申
込
期
日
は
昭
和
一
一
十
四
年
十
一
一
月
十
一
一
日
限
、
払
込
期
日
は
同
月
二
十
日
と
し
た
。
増
資
株
式
発
行
総
額
一
一
一
、
七
一
一
五
万
円
中
、
発

行
諸
費
用
一
九
二
万
五
千
円
を
差
引
い
た
手
取
額
三
、
五
一
一
一
二
万
五
千
円
は
、
凡
て
海
外
出
版
物
其
の
他
の
輸
入
資
金
に
充
当
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
当
社
の
資
本
金
は
六
、
○
○
○
万
円
と
な
っ
た
。



図
っ
た
。

を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昭
和
二
十
五
年
四
月
二
十
五
日
法
律
第
一
一
○
号
を
以
て
、
「
資
産
再
評
価
法
」
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日
現
在
に

お
け
る
株
式
・
有
価
証
券
。
土
地
。
建
物
。
機
械
。
什
器
等
に
就
い
て
の
再
評
価
実
施
が
規
定
さ
れ
た
。
同
法
第
一
条
は
、
そ
の
目
的

三
什
器
。
機
械
に
つ
い
て
は
、
終
戦
後
購
入
し
た
も
の
が
多
く
、
一
部
戦
前
よ
り
持
越
し
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
数
量
に
比
し
て

一
一
土
地
に
つ
い
て
は
将
来
売
却
も
あ
り
得
る
分
を
対
象
と
し
、
建
物
に
つ
い
て
は
全
部
再
評
価
を
行
っ
て
減
価
償
却
の
適
正
化
を

そ
し
て
、
一
）
の
法
律
は
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
く
資
本
の
食
い
潰
し
を
防
止
す
る
た
め
に
行
は
れ
た
も
の
」
（
太
田
哲
三

編
「
会
計
法
規
」
）
で
あ
る
と
い
う
。

当
社
は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
資
産
再
評
価
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
際
、
次
の
要
領
に
よ
っ
た
。

一
株
式
も
再
評
価
す
べ
き
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
当
社
で
は
、
社
の
事
業
内
容
か
ら
見
て
、
そ
の
必
要
な
し
と
し
て
再
評

価
し
な
か
っ
た
。

資
産
の
再
評
価
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
人
及
び
個
人
を
通
じ
て
適
正
の
減
価
償
却
を
可
能
に
し
企
業
経
理
の
合
理
化
を
図
り
、

資
産
譲
渡
等
の
場
合
に
お
け
る
課
税
上
の
特
例
を
設
け
て
、
そ
の
負
担
を
適
正
に
し
、
も
っ
て
経
済
の
正
常
な
運
営
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四
資
産
再
評
価

1２５３



当
社
の
固
定
資
産
の
記
帳
価
格
は
時
価
に
比
し
著
し
く
低
額
で
あ
り
ま
す
の
で
資
産
の
再
評
価
を
行
う
一
）
と
に
よ
り
適
正
な
減

価
償
却
を
実
施
し
て
会
社
経
理
の
合
理
化
を
図
る
と
共
に
本
社
点
屋
竣
工
の
暁
に
於
て
遊
休
化
を
予
想
せ
ら
れ
る
事
業
設
備
処
分

の
際
に
於
け
る
税
負
担
の
合
理
化
を
図
る
た
め
昭
和
二
十
五
年
四
月
二
十
五
日
公
布
法
律
第
百
十
号
に
依
る
資
産
再
評
価
法
に
基

き
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日
の
基
準
日
に
遡
り
左
記
の
通
り
再
評
価
を
実
施
致
し
ま
し
た

再
評
価
基
準
日
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日

再
評
価
の
時
期
昭
和
二
十
五
年
二
月
一
日

再
評
価
合
計
額
六
一
、
六
三
六
、
七
二
三
円

一
科
目

評
価
の
結
果
は
、
昭
和
二
十

資
産
再
評
価

影
響
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
の
で
再
評
価
し
な
か
っ
た
。

価
の
結
果
は
、
昭
和
二
十
五
年
前
半
期
の
事
業
報
告
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
単
位
円
）
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四
九
、
ｆ
五
八
、
七
○
四

四
・
一
、
三
四
四
、
一
一
一
○
○

一
、
五
五
七
、
通
○
○

五
、
○
六
○
、
八
八
○

九
八
、
七
一
天
、
一
一
・
八
四

一
六
、
二
九
四
、
三
四
五

四
一
、
・
六
○
、
六
二
雫
一
・

一
、
幸
一
・
六
術
、
六
四
○

二
、
八
一
四
、
一
》
五

六
・
、
六
三
六
、
化
二
三

一
、
九
○
六
、
一
一
一
五
八

言
・
一
、
八
○
四
、
四
一
○

一
、
三
六
・
龍
、
六
四
○

二
、
八
一
四
、
一
一
五

壱
九
、
八
九
二
、
五
二
三

一
四
、
三
八
七
、
九
八
七

二
・
℃
、
三
五
六
、
二
一
堂○○

四
一
、
七
四
四
、
銘
○
○

三三八
●

○；卜［

再
評
価
限
度
額

再
評
価
額
需
評
端
価
現
癖

面
．
評
価
差
額

併
率
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さ
て
、
右
の
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
再
評
価
実
施
の
結
果
、
再
評
価
差
益
四
一
、
七
四
四
、
一
一
○
○
円
を
生
じ
た
が
、
こ
れ
は
資

産
再
評
価
法
に
依
り
再
評
価
積
立
金
と
し
、
そ
の
際
生
じ
て
い
た
償
却
超
過
額
四
九
五
、
○
九
六
円
は
別
途
積
立
金
と
し
た
。

そ
し
て
再
評
価
積
立
金
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
昭
和
一
一
十
七
年
一
月
二
十
一
日
の
第
四
回
増
資
の
際
、
一
一
、
九
四
○
万
円
を
無
償

新
株
と
し
て
株
主
に
交
付
し
、
そ
の
残
額
一
、
一
一
三
四
万
余
円
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
一
一
十
日
に
子
会
社
丸
善
出
版
株
式
会
社
を
当

社
に
吸
収
合
併
し
た
際
に
同
社
か
ら
継
承
し
た
資
本
金
一
一
三
六
万
八
千
円
と
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
一
日
、
後
述
の
神
田
淡
路
町
当
社

借
用
土
地
（
永
楽
不
動
産
株
式
会
社
所
有
）
の
収
用
土
地
再
評
価
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
た
一
、
二
三
二
万
円
と
を
合
せ
て
、
昭
和
一
一
一

十
一
年
十
二
月
一
日
、
一
一
、
一
○
○
万
円
を
無
償
新
株
と
し
て
株
主
に
交
付
し
た
。
再
評
価
税
納
付
等
の
一
一
一
七
七
万
七
千
円
を
差
引
い

た
残
額
二
一
一
五
万
余
円
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、
企
業
資
本
充
実
の
た
め
の
資
産
再
評
価
等
の
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
資
本
準
備
金
へ
組
入
れ
た
。




